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全
国
の　

％
の
自
治
体
病
院
が
赤
字

75

　

だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し

　

て
、
診
療
報
酬
減
額
や
医
師
数
問
題
に

　

つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
原
因

　

を
作
っ
た
国
に
対
し
て
、
市
の
対
応
は

　

ど
う
す
る
の
か
。

�
  
国
の
政
策
で
各
病
院
は
悲
鳴
を
上
げ

　

て
い
る
の
は
事
実
で
す
が
、「
ど
こ
が

　

悪
い
」、「
誰
が
悪
い
」
よ
り
、
目
の
前

　

の
患
者
を
第
一
に
考
え
、
与
え
ら
れ
た

�
  
患
者
数
が
減
少
し
て
い
る
が
、
今
後

　

ど
の
よ
う
な
方
策
を
考
え
て
い
る
の
か
。

　

ま
た
、
六
十
四
億
円
の
累
積
欠
損
金
は

　

ど
の
よ
う
に
解
消
す
る
の
か
。

�
  
今
よ
り
た
く
さ
ん
の
患
者
さ
ん
が
利

　

用
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
は
、
十
分
な
医
師

　

数
に
加
え
、「
芦
屋
病
院
に
行
け
ば
大

　

丈
夫
だ
」
と
い
う
信
頼
の
も
と
に
運
営

　

さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
現
在
、
も
う

　

一
度
そ
う
い
っ
た
信
頼
を
得
る
取
り
組

　

み
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
医
師
の
確
保

　

に
つ
い
て
も
大
学
の
医
局
へ
頻
繁
に
お

　

願
い
に
行
っ
た
り
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り

　

実
施
し
な
か
っ
た
公
募
に
よ
る
医
師
の

　

確
保
も
今
般
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま

　

す
の
で
、
医
師
の
確
保
が
で
き
て
い
く

　

と
思
い
ま
す
し
、
今
年
度
中
は
す
で
に

　

外
科
医
一
人
に
加
え
て
二
人
の
医
師
の

　

確
保
が
予
定
で
き
て
い
ま
す
。

　
　

六
十
四
億
円
の
累
積
欠
損
金
は
、
現

　

金
を
準
備
し
て
返
済
す
る
必
要
は
あ
り

　

ま
せ
ん
。
貸
借
対
照
表
に
な
っ
て
お
り
、

　

純
資
産
と
し
て
五
十
七
億
円
が
計
上
さ

　

れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
で
大
部
分
は

　

相
殺
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
資
産
に
つ
き
ま
し
て
は
、
法

　

律
に
基
づ
き
時
価
評
価
す
る
こ
と
が
で

　

き
ま
す
の
で
、
赤
字
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

　

と
い
う
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。

�
  
「
公
立
病
院
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」に

　

あ
る
、病
院
事
業
の
再
建
手
法
と
し
て

　
「
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
」「
地

　

方
独
立
行
政
法
人
化
」「
指
定
管
理
制
度

　

の
導
入
」「
民
間
譲
渡
」が
あ
げ
ら
れ
て

　

い
る
が
、そ
の
中
で
、ど
う
し
て
地
方
独

　

立
行
政
法
人
化
に
し
た
の
か
。

�
  
「
地
方
公
営
企
業
法
」の
全
部
適
用
の

　

場
合
は
、
独
立
採
算
制
と
い
い
な
が
ら

　

制
約
が
多
い
。「
指
定
管
理
者
制
度
」
の

　

場
合
は
、
芦
屋
病
院
の
運
営
を
委
託
す

　

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
民
間
譲
渡
」
の

　

場
合
は
、
売
却
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

　

り
ま
す
。
市
と
し
て
、
市
民
の
生
命
と

　

健
康
を
守
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
だ

　

と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
職
を
賭
し
て

　

芦
屋
病
院
を
守
り
、
責
任
を
も
っ
て
再

　

生
す
る
た
め
に
、
地
方
独
立
行
政
法
人

　

化
を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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地
方
独
立
行
政
法
人
化
す
る
こ
と
で
、

　

改
革
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
と
は
何
か
。

�
  
強
力
な
リ
ー
ダ
シ
ッ
プ
を
備
え
た
理

　

事
長
が
就
任
し
ま
す
。
院
長
が
医
療
現

　

場
を
、
病
院
再
建
実
績
の
あ
る
理
事
長

　

が
経
営
的
視
点
で
運
営
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
働
く
皆
さ
ん
に
公
務
員
制
度
に

　

と
ら
わ
れ
な
い
相
応
な
給
与
の
支
払
い

　

が
可
能
と
な
り
、
契
約
方
法
も
三
〜
四
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地
方
独
立
行
政
法
人
に
移
行
す
る
と
、

　

議
会
の
チ
ェ
ッ
ク
は
ど
う
な
る
の
か
。

�
  
地
方
独
立
行
政
法
人
化
後
も
、議
決

　

事
項
と
し
て
、「
地
方
独
立
行
政
法
人
の

　

定
款
の
制
定
・
変
更
」「
中
期
目
標
の
設

　

定
・
変
更
」「
中
期
計
画
の
認
可
」「
重
要

　

な
財
産
の
処
分
」「
法
人
の
解
散
」に
関

　

す
る
こ
と
、ま
た
議
会
へ
の
報
告
事
項

　

と
し
て
、「
年
度
計
画
」「
各
事
業
年
度
の

　

業
務
の
実
績
報
告
書
」「
中
期
目
標
に
係

　

る
事
業
報
告
書
」「
中
期
目
標
に
係
る
評

　

価
結
果
報
告
書
」に
に
対
し
て
、チ
ェ
ッ

　

ク
で
き
ま
す
。
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環
境
の
中
で

　
「
ど
う
経
営

　

す
る
」と
い

　

う
こ
と
が
重

　

要
で
あ
り
、

　

使
命
で
あ
る

　

と
考
え
て
い

　

ま
す
。

　
　

国
に
対
し

　

て
は
、
県
や
全
国
の
市
長
会
、
病
院
協

　

議
会
な
ど
を
通
じ
て
、
市
と
し
て
の
要

　

望
を
出
し
て
い
ま
す
。

　

年
の
長
期
契
約
が
可
能
と
な
り
、
柔
軟
性
が
あ
る
経
営

　

が
可
能
と
な
り
ま
す
。
病
院
同
士
の
連
携
強
化
に
つ
い

　

て
も
、
医
師
の
兼
業
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
現
状
で
は
難

　

し
い
面
も
あ
り
、
地
方
独
立
行
政
法
人
の
相
互
応
援
体

　

制
が
構
築
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
　

な
お
、
今
後
も
芦
屋
病
院
は
市
が　

％
出
資
す
る
公

100

　

設
公
営
の
病
院
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
資
金
面

　

に
関
し
て
も
、
公
営
企
業
法
と
総
務
省
繰
出
基
準
の
範

　

囲
内
で
、
繰
り
出
し
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
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芦
屋
病
院
は
、
建
て
替
え
を
前
提
に

　

話
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
建
て
替
え
費

　

百
二
十
三
億
円
に
つ
い
て
、「
そ
ん
な

　

に
か
か
る
の
で
あ
れ
ば
、
芦
屋
病
院
を

　

廃
止
す
べ
き
」
と
い
う
市
民
の
声
も
あ

　

る
が
、
市
の
考
え
方
は
ど
う
か
。

�
  
費
用
に
つ
い
て
は
、
当
初
、
利
子
を

　

含
め
百
二
十
三
億
円
で
試
算
し
て
い
ま

　

し
た
。し
か
し
、
新
病
棟
建
設
費
は
、
当

　

初
の
六
十
億
円
が
五
十
億
円
に
縮
小
さ

　

れ
、
三
十
年
間
の
利
子
を
含
め
て
百
億

　

円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
耐
震
補
強
工
事

　

で
い
い
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、

　

設
備
の
老
朽
化
な
ど
緊
を
要
す
る
状
況

　

で
あ
り
、
結
局
二
重
投
資
に
な
る
上
、

　

狭
く
な
る
、廊
下
の
基
準
が
満
た
さ
れ
な

　

い
な
ど
、
一
気
に
建
て
替
え
た
方
が
良

　

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
病
院
の

　

外
来
患
者
数
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
と

　

は
い
え
、
現
在
も
一
日
平
均
三
百
五
十

　

人
の
か
た
が
来
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と

　

か
ら
も
、
病
院
が
要
ら
な
い
と
は
考
え

　

て
い
ま
せ

　

ん
。

　
　

今
後
と

　

も
、
よ
り

　

コ
ス
ト
縮

　

減
が
図
ら

　

れ
る
よ
う
、

　

検
討
し
て

　

い
き
ま
す
。

　慢性的な勤務医不足、社会保障（医療）費の抑制化など、
今、地域医療は非常に厳しい環境に置かれています。
　これらの向かい風に負けず、市民の皆さんの信頼を得
続けるためには、地域医療の現場はこうした困難を乗り
越える必要があります。
　その最善の方法が「地方独立行政法人（非公務員型）」化
だと言われています。市は、昨年10月この運営方法により
地域医療を守ることを選択し、準備を進めてきました。
�������	�

　①今まで以上に利用しやすく、便利になります。
　②今まで以上に高度な医療を、安心して受けられます。
　③将来にわたって持続的で、安定的な地域医療の担い
　　手として生まれ変わります。
�������	
��

　最新の医療を取り巻く環境（医療報酬の改訂等）に、　
即座に対応できます。従来は、地方公務員法上の職員定数
などの制約がありましたが、地方独立行政法人化により、
職員は非公務員となり、医師や看護師、技師等の専門職の
柔軟な雇用が可能となり、医療体制の構築が図れます。
　また、診療機能の向上に資する多くの仕掛けができます。
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���������
�������	
����　※初心者大歓迎
���　午後１時～５時　���　川西運動場　���　ペタンク競技の説明と練習／交流大会
���　市民　�����　当日会場で　������　ペタンク協会・西野（�22-4394）
�������	�
�������	
�����������　※初心者可
���　正午～午後４時　���　中央公園芝生広場　���　市長杯の争奪戦。初心者には、
用具を貸し出し　���　市民100人　�����　９月30日（火）までに、氏名・年齢・住所・電話・
ファクスを明記し、右記へ　������　グラウンド・ゴルフ協会・大嶋（�/FAX23-1096）
����������
�������	
������������　
���　①午後１時～２時30分②午後３時～４時30分　���　体育館・青少年センター競技場
���　満６歳～満79歳の市民①②各先着50人　�����　10月７日（火）までに、所定の申込用紙か
はがきで、氏名・年齢・住所・電話・ファクスを明記し、右記へ　������　スポーツ・青少年課へ
�������	
���������������　
���　午前８時50分～午後５時　���　阪急芦屋川駅北側広場　���　能勢電鉄妙見口駅
から妙見山麓を歩き、季節の花のダリア・コスモスなどを楽しむ　���　40人　���　交通
費実費　�����　当日集合場所で　������　ウォーキング協会・清水（�23-5436）
�������	
��������　
���　午後１時～２時30分　���　体育館・青少年センター　���　市民10人　����
�　当日会場へ　������　木欄花架拳協会・有村（�31-7754）
��������　
���　午前10時～11時30分　���　市民センター 401室　���　小学生以上の市民20人　
�����　10月10日（金）までに、氏名・年齢・住所・電話・ファクスを明記し、電話かファク
スで右記へ　������　芦屋ダンベル体操めぐみクラブ・下部（�/FAX34-1296）
����������
��������	
���　
���　午前９時～正午　���　体育館・青少年センター競技場　���　小学生以上の市内在
住・在学・在勤者　���　300円（シャトル代ほか）　����　体育館シューズ　�����　当日
会場へ　������　バドミントン協会・國廣（�35-5355）
�������	
��������　
���　午前９時～午後５時（護身術教室・午後１時～）　���　体育館・青少年センター柔・剣道場　
���　市民　�����　当日会場へ　������　少林寺拳法協会・村田（�090-6909-6790）
�������	
�
����　
���　正午～午後５時　���　体育館・青少年センター競技場　���　小学生以上の市内在住・在
学・在勤者　���　１チーム500円（小・中・高生は無料）　�����　９月30日（火）までに、氏名・年齢・
住所・電話番号を明記しファクスで右記へ　������　バレーボール協会・原田（�/FAX31-8666）
�������	
��������　
������　①午前10時～正午・岩園小学校体育館②午後１時30分～３時30分・宮川小学校体育館　
���　小学１～３年生と保護者（児童のみ可）　�����　当日会場へ　������　スポーツ・青少年課へ
���������	
���
�������	�　
���　午前８時30分～午後４時＜雨天決行＞　���　阪急芦屋川駅北側広場　����　
会下山・東おたふく山ほか（約12㎞）　���　市民（小学生は保護者同伴）　���　400円　��
��　弁当・水筒　�����　当日集合場所へ　������　登山協会・相塲（�32-0628）
��������	
���　
���　午前９時～正午　���　体育館・青少年センター競技場　���　市民・卓球協会会員　��
���　当日会場へ　������　卓球協会・浜野（�23-6788）
�������	
�����������������　
���　午前９時～正午　���　芦屋公園テニスコート　������　①４歳以上～小学２
年生・スポンジボール使用②小学３年生～高校生ノーマルボール使用　���　①300円②500円　
�����　10月３日（金）までに、氏名・年齢・住所・電話番号を明記し、ファクスか所定の申込
用紙で右記へ　������　テニス協会（�22-3852/FAX22-7634）
���������　
���　午前９時～午後５時　���　中央公園芝生広場　���　６歳以下の幼児（保護者同
伴）　�����　当日会場へ　������　サッカー協会・李（�63-6843）
��������　
���　午前９時～午後５時　���　中央公園野球場　���　市内小学生チーム　���　
市内学童チームトーナメント戦　�����　９月30日（火）までに、チーム代表者氏名・年齢・住所・電
話番号を明記し、ファクスで右記へ　������　野球協会・中野（�/FAX078-412-2787）
���������	
������　
����午後１時～４時　���　芦屋カンツリー倶楽部　���　日本プロゴルフ協会公認イン
ストラクターの指導によるワンポイントレッスン　���　市民先着16人　�����　10月１日
（水）までの平日・執務時間内に電話で右記へ　������　スポーツ・青少年課

�������	
���������������������������������	
��������
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　９月21日から30日の間、次の重点項目を定め、「秋の全国交通安全
運動」を実施します。
　この運動を通して、市民一人一人が交通安全意識の向上を図り、
より一層の交通事故防止を心がけましょう。
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●児童・幼児も自転車に乗るときは、
　乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
●全ての座席のシートベルトと、チャイ
　ルドシートは、正しく着用しましょう。
●飲酒運転はしない。させない。
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　７月１日から「兵庫県道路交通法施行細則」の一部が改正され、
自転車の運転などについての規定が変わりました。次の行為が禁止
されるとともに、罰金が設定されました。
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　※大人が２人乗りする
　　こともできます。 
　※タンデム自転車は、
　　歩道での通行はで　
　　きません。 
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　「傘を差し、物を担ぎ、もしくは物を
持つなど視野を妨げ、または安定を失
うおそれのある方法で、大型自動二輪
車、普通自動二輪車、原動機付自転車ま
たは自転車を運転しないこと」（第９条
10）・「自転車を運転するときは、携帯電
話を使用しないこと。ただし、携帯電話

を手で保持することなく、かつ、その映像面を注視することなく使用
することができる場合にあっては、この限りでない」（第９条11）
　※ハンズフリー装置を併用すれば、携帯電話を使用できます。
　　ただし、映像面を注視してはいけません。 
　※違反した場合は、道路交通法の規定により５万円以下の罰金に
　　処せられます。 
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　「安全な運転に必要な音声を聞き取
ることが不可能または著しく困難な程
度の音量で、音楽等を聴取しないこと」
（第９条12）
　※安全な運転に必要な周囲の音声が
　　聞こえない程度の音量で、カーラ

　　ジオ等を聞いたり、ヘッドホンやイヤホン等を使用してはいけません。 
　※違反した場合は、道路交通法の規定により５万円以下の罰金に
　　処せられます。 
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　新版「芦屋市ガイドマップ」を発行しました。
　全市の市街図のほか、市章の由来、市の木・市の
花の紹介、市内の主な施設の住所・電話番号案内、
窓口案内、また芦屋市の歴史や見て歩きマップなど
を掲載しています。
　ご希望の市民の皆さん１人につき１部を、市役所
北館１階行政情報コーナー、ラポルテ市民サービス
コーナーで差し上げます。
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